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短期入所者生活介護（ショートステイ）重要事項説明書 

 
  当施設は、ご契約者に対して、指定短期入所生活介護(指定介護予防短期入所生活介護)サービ

スを提供します。 

施設の概要や提供されるサービスの内容、及び契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明

します。 

目   次 

 
１．事業者（施設経営法人） 

 

２．ご利用施設（事業所）の概要 

 

３．職員の配置状況、勤務体制 

 
４．当施設が提供するサービスと利用料金 

 
５．当施設の苦情の受付 

 
６．非常時の対策 

 
７．当施設ご利用の際に留意していただく事項 

 

８．契約の終了について 

 

９．サービスの第三者評価の実施状況について 

 

 
社会福祉法人  長生園 

特別養護老人ホーム 長生園 

  短期入所生活介護(ｼｮｰﾄｽﾃｲ)事業所 

 

当施設（事業所）は介護保険の指定を受けています。 

（指定事業者番号 第２６７１５００１０２号） 

 

当事業者（法人）は次の事業も行っております。 

・特別養護老人ホーム長生園        ・養護老人ホーム 長生園 

・ケアハウス 長生園           ・あんしんサポートハウス光華苑 

・長生園居宅介護支援事業         ・グループホーム幸せの里 

・デイサービスセンター長生園       ・第２デイサービスセンター 

・ヘルパーステーション長生園        ・長生園居宅介護支援事業所 

・社会福祉法人長生園診療所 
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重 要 事 項 説 明 書 

（短 期 入 所 生 活 介 護 ） 

   あなたに対する居宅サービス提供開始にあたり、厚生省令第３７号第１２５条に基づいて、

当事業者があなたに説明すべき事項は次のとおりです。 

 
１．事業者 
 

法人名     社会福祉法人 長生園 

 

法人所在地   京都府南丹市園部町上木崎町坪ノ内１９番地 

 
代表者     理事長  中村 裕予 

 
電話番号    ０７７１－６２－０２２３ 

 
設立年月日   昭和３１年１１月１５日 

 
２．ご利用施設（事業所）の概要 

 

事業所の種類  指定短期入所生活介護（指定介護予防短期入所生活介護）  

       （介護保険指定番号 京都府 第 71500102 号 指定年月日 平成 12 年 4 月 1 日） 

 
事業所の目的  社会福祉法人長生園が行う指定短期入所生活介護事業（指定介護予防短期入所

生活介護事業）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を

定め、事業所の職員が要介護状態又は要支援状態にあり必要と認められた高齢者

に対し、適正な事業の円滑な提供を図ることを目的とする｡ 

 
施設（事業所）の名称  社会福祉法人 長生園   

 

施設長（管理者）氏名  施設長  西田 大樹 

 

電話番号    ０７７１－６２－０２２３  ＦＡＸ番号 ０７７１－６２－１８９８ 

 
当施設の運営方針  施設は、そのご利用者様等の心身の特性を踏まえて、ご利用者様の能力に応じ

自立した日常生活の世話、機能訓練などを行うことにより、心身の機能を維持並

びにご利用者様のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 

 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健、・医療・福祉サービスと

の綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるとともに、特別養護老人

ホーム等の事業と一体的な運営を行い、適正なサービスの提供に努めるものとす

る。 

 

開設年月日   昭和５７年２月１日 

 

 営業日 （年中無休） 受付時間 平日９：００～１７：００  土９：００～１２：００ 
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利用定員   ３２名 

 
建物の構造  鉄筋コンクリート造   地上６階建 

 
建物の延べ床面積  ２,０８８,０９０㎡（うち特養部分、１,３９７,２４８㎡） 

 
居室等の概要 

 当施設では別紙 1 の通り以下の居室・設備をご用意しています。入居されるご契約者の 

心身の状況や居室の空き状況によりご希望に添えない場合があります。 

 

※ 厚生省が定める基準により指定介護老人福祉施設に必置が義務付けられている施設・設備です。 

※ この施設・設備の利用にあったて、ご契約に特別にご負担いただく費用はありません。 

※ 居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空状況により施設

でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。 

※ 居室に関する特記事項：トイレの場所は各１箇所 

 
３．職員の配置状況 

 
当施設では、ご契約者に対して指定介護老人福祉施設サービスを提供する職員として、以下の 

職種の職員を配置しています。 

 
当施設の職員配置状況             ＜ 令和６年４月１日現在 ＞ 

職 名 及 び 資 格 常 勤 非 常 勤 合 計 

施  設  長 １名（兼務）  １名 

副 施 設 長 ２名（兼務）  ２名 

医     師  １名 １名  

生 活 相 談 員 ５名（兼務）  ５名 

介 

護
・
看 

護 

職 

員 

介  護  職  員 ８１名 １８名 ９９名 

内 訳 介 護 福 祉 士 ５７名 ２名 ５９名 

看  護  職  員 ９名 １１名 ２０名 

内 訳 
看  護  師 ８名 ７名 １５名 

准 看 護 師 １名 ４名 ５名 

栄 養 士 管 理 栄 養 士 １名  １名 

機 能 訓 練 指 導 員  ２名 ２名 

介 護 支 援 専 門 員 １１名（兼務） １名 １２名 

事  務  職  員 ７名 ２名 ９名 
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〈主な職種の勤務体制〉 

 職 種 勤 務 体 制 

１ 医 師  毎週月曜から金曜日まで １３：５０ ～ １４：５０ 

２ 看 護 職 員 

日  勤   ８：３０～１７：３０ 

遅  出   ９：３０～１８：３０ 

夜  勤  １７：００～ ９：３０ 

３ 
介 護 職 員 

 

早  出 

 ６：３０～１５：３０ 

 ７：００～１６：００ 

 ８：００～１７：００ 

日  勤  ９：００～１８：００ 

中間遅出  ９：３０～１８：３０ 

遅  出 
１０：００～１９：００ 

１０：３０～１９：３０ 

夜  勤 １７：００～ ９：３０ 

４ 機能訓練指導員              ９：００～１８：００ 

 

４．当施設が提供するサービスと利用料金 

 

 ① 利用料金が介護保険から給付される場合（介護保険給付サービス） 

種 類 内    容 

食事の介助 

・管理栄養士の立てる献立表により、栄養とご利用者様の身体の状況に

配慮したバラエティに富んだ食事を提供します。 

・ご利用者様の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただけ

るように配慮します。 

（食事時間）  朝食  ７：３０ ～ ８：３０ 

       昼食 １２：００ ～１３：００ 

        夕食 １８：００ ～１９：００    

入浴の介助 
・入浴又は清拭を週２回以上行います。 

・座位のとれない方は、特殊浴槽を使用しての入浴ができます。 

排泄の介助 
・ご利用者様の状況に応じて適切な排泄介助を行うとともに、排泄の自

立についても適切な援助を行います。 

着替え等 

・寝たきり防止のため、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。できる

かぎり離床に配慮します。 

・個人としての尊厳に配慮し、快適な生活の援助を行います。 
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 ② 介護サービス単位 

ア．基本サービス利用単位（1 単位 10 円） 

 多床室（2 人以上）・個室 

利用単位（１日） 利用料金（1 日） 

要支援１ 451 単位 4,510 円 

要支援２ 561 単位 5,610 円 

要介護１ 603 単位 6,030 円 

要介護２ 672 単位 6,720 円 

要介護３ 745 単位 7,450 円 

要介護４ 815 単位 8,150 円 

要介護５ 884 単位 8,840 円 

 

イ．各種加算（1 単位 10 円） 

加 算 項 目 利用単位数（1 日） 利用料金 （1 日） 

体 制 

加 算 

夜勤職員配置加算（Ⅲ） ※1 15 単位/日 150 円/日 

看護体制加算（Ⅲ）ロ ※2 6 単位/日 60 円/日 

看護体制加算（Ⅳ）ロ ※3 13 単位/日 130 円/日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ※4 22 単位/日 220 円/日 

発生時 

加 算 

送迎加算 ※5 184 単位/回 1,840 円/日 

療養食加算 ※6 8 単位/回 80 円/回 

若年性認知症入所者受入加算 ※7 120 単位/日 1,200 円/日 

緊急短期入所受入加算 ※8 90 単位/日 900 円/日 

看取り連携体制加算         ※9 64 単位/日（死亡日以下 7 日を限度） 

その他 介護職員処遇改善加算（Ⅰ） ※10 利用総単位数に１４%を乗じた額 

※1 夜勤を行う職員を基準数プラス１名以上配置し夜勤時間帯を通じて、看護職員を配置して

いる場合 

※2 常勤の看護師を１名以上配置している場合 

※3 看護職員を入所者２５人に対して１名以上配置し、同時に基準数プラス１名以上配置し、

看護職員との２４時間の連携体制を確保している場合 

  （※２・※３の要件に加えて要介護３以上の利用者を７０%以上受入） 

※4 介護職員の総数（常勤換算）うち勤続年数１０年以上の介護福祉士が３５％以上配置した 

場合 

※5 送迎を行った場合（片道料金） 

※6 医師の指示により糖尿病食や腎臓食等を提供した場合 

※7 若年性認知症である利用者を受入れた場合 

※8 利用者の状況や家族等の事情により、担当の介護支援専門員が緊急に短期入所生活介護を

受ける必要と認め、かつ、居宅サービス計画において位置付けられていない場合７日（家

族の疾病等のやむを得ない事情がある場合１４日）を限度  

※9 利用者又はその家族等に対して看取り対応方針の内容を説明し、同意を得たうえで、看護

職員と 24 時間連絡ができる体制を確保している場合 

※10 利用総単位数に１４%を乗じた額 

 
介護予防の方については、上記加算のうち※4・※5・※6・※7・※8・※9 を状況に応じて
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加算します。利用者様の負担については介護保険負担割合証に応じて請求します。 

 

③ 当施設の滞在費・食費の負担額 

項 目 所得区分 
利用料金 

多床室（２人以上） 個  室 

    ※１ 

滞在費 ※２ 

※３ 

第１段階  ０円/日 ３８０円/日 

第２段階   ４３０円/日 ４８０円/日 

第３段階 ① ４３０円/日 ８８０円/日 

第３段階 ②   ４３０円/日 ８８０円/日 

第４段階  ９１５円/日 １，５２０円/日 

 

④ 当施設の食事の負担額 

食 費 

単 価 朝食：３６０円/回 昼食：５８０円/回 夕食：５０５円/回 

所得区分 利 用 料 

第１段階 ３００円/日 

第２段階 ６００円/日 

第３段階 ① １，０００円/日 

第３段階 ② １，３００円/日 

第４段階 １，４４５円/日 

 ・滞在費・食費は所得に応じて負担額が異なります。 

 

⑤ その他の費用 

種 類 内    容 利  用  料 

嗜好品代 ・利用者が希望される飲み物など 実  費 

理・美容 
・毎週１回理髪店の出張による理髪サービス

の利用費 

理髪サービス  １回 ２,２００円 

（別途顔剃り５００円） 

レクリエ

ーション

行 事 

・日常生活上必要となる諸費用 

その他・旅行費 実  費 

衣 類 

使用料 
・希望により施設の衣類を使用された場合 １００円／１日 

特別な 

送 迎 

・当事業所の通常の送迎実施区域外の方で、

送迎を希望される場合 

南丹市・京丹波町・亀岡市以外の方

については南丹市・京丹波町・亀岡市

の地域を越えて、１km 毎に１４０円を

加算し実費で負担頂きます。（南丹

市・京丹波町・亀岡市の境より利用者

宅への片道「最短距離」を加算距離と

する。） 

家電製品 

等の持込 
・テレビ等 

特別養護老人ホームの利用料金に

準じます。（日割計算可２０円/日） 

テレビ 

貸 出 
・希望により施設のテレビを貸し出した場合 １００円/日 
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⑥ 利用料の支払方法 

 契約者は、毎月の利用最終日に請求書発行しますので、１０日以内にお支払下さい。 

お支払頂きますと領収書を発行します。 

お支払方法は（銀行振込・口座引き落とし）の２通りの中からご契約の際に選べます。 

ただし、金融機関手数料は契約者負担となります。 

ア、下記指定口座への振り込み 

  （京都銀行 園部支店 普通預金） 

イ、金融機関口座からの自動引き落とし 

 
５．当施設の苦情受付 

 
当施設における苦情やご相談は、下記の窓口でお受けいたします。 

苦情受付窓口 介護支援専門員並びに生活相談員  相談・苦情係 

受 付 時 間 毎週月曜～金曜日 午前９：００～午後５：００まで 

電話・ＦＡＸ 電話 ０７７１－６２－０２２３   ＦＡＸ ０７７１－６２－１８９８ 

苦情受付等  事務所前に苦情受付ボックスを設置しています 

 
６．非常災害時の対策 

 

非常時の対応 別途定める、社会福祉法人長生園消防計画に基づき対応を行います。 

近隣との協力 園部消防署・近隣消防団・地域住民等連携を図る。 

防 火 設 備 
スプリンクラー設備・消火器・自動火災報知設備・屋内消火栓設備・誘導灯・ 

火災通知装置・避難設備等。 

消防計画等 別途定める、特別養護老人ホーム長生園消防計画に準じる。 

 

７．当施設ご利用の際に留意いただく事項 

 

項  目 留  意  事  項 

ご持参頂くもの 健康保険証・老人医療受給者証・介護保険者証・薬（利用日数分）他 

持ち込めないもの 
引火性の危険物、及びそれについて類する物等 

また所持品の持ち込みについては、職員までお申し出ください。 

施設利用上注意 利用上の注意は、契約書第１５条、第１６条参照。 

所持金・品の管理 

お小遣い１０,０００円程度（金庫にて保管します）。 

衣類・洗面具・履物（メガネ・入れ歯等）使用の場合忘れずにお願いします。 

尚、当施設におきましても衣類等の準備をしておりますので、ご利用の方は 

お申し出ください。ただし、利用料として１日１００円が必要です。 

喫煙・飲酒 第１６条参照 

迷惑行為など 
サービス従事者または他のご利用者様に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、

政治活動、営利活動を行うこと。その他、決められた以外の持ち込み。 

緊急時の医療 
協力医療機関 社会福祉法人 長生園診療所 京都中部総合医療センター  

医療法人清仁会 シミズ病院 
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８．契約の終了について 

 契約期間が満了する場合のほか、下記の場合には、本契約は終了します。 

 
（１）契約者からの契約解除 

  ① 契約者が、契約終了を希望する日の 7 日前までに事業者に文書で契約の解除を申し入れた

場合。 

② 契約者が、本契約に付随する運営規程の変更または料金の変更に同意できない場合におい         

て、契約者の解除を申し入れた場合。 

（２）事業者からの契約解除 

① 契約者又は利用者が、本契約に付随する運営規程の変更または料金の変更に同意しない 

場合において、事業所が契約者に対して契約の解除を申し入れたとき。 

② 契約者又は利用者が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等に関する重要事項につ

いて、故意にこれを告げず、又は不実の告示を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な

事情を生じさせた場合において、事業者が契約者に対して契約の解除を申し入れたとき。 

③ ご利用者様の施設利用料金の支払が正当な理由なく１０日間以上遅延し、料金を支払うよ

う催告下にもかかわらず３０日間以内に支払われない場合において、事業者が契約者に対し

て契約の解除を申し入れたとき。 

④ 契約者はご利用者様もしくはそのご家族（以下、契約者等という）が、故意又は重大な過

失により事業者又は施設従事者もしくは他のご利用者様等の生命・身体・財物・信用等を傷

つけ、又は著しい不信行為を行うなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ

せた場合において、事業者が契約者に対して契約の解除を申し入れたとき。  

  ⑤ ご利用者様が、上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入院した場合にお

いて、事業者が契約者に対して契約の解除を申し入れたとき。 

  ⑥ ご利用者様が、他の介護保険施設に入所した場合において、事業者が契約者に対して契約

の解除を申し入れたとき。 

  ⑦ 前記④項記載の事由のほか、契約者等の言動によって、事業者又は施設従事者と契約者等

との信頼関係が損なわれ、その結果、事業者において本契約を履行することが不可能または

著しく困難となり、信頼関係の修復の見込みがないと判断される場合において、事業者が 

契約者に対して契約の解除を申し入れたとき。 

（３）契約の終了後、退所までの施設利用料金については、全額契約者の負担とします。 

 
９．サービスの第三者評価の実施状況について 

 提供しているサービスの内容や課題等について、第三者の観点から評価を行っています。 

   項   目    内   容 

（1）実施の有無 有 ・ 無 

（2）実施年月日 （直近実施日） 令和 3 年 11 月 22 日 

（3）実施した機関 きょうと福祉ネットワーク「一期一会」 

（4）評価結果の開示状況 有 ・ 無 

 

 

 



 

－９－

令和   年   月   日 

 

私は、本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け、短期入所生活介護サービスの提供開始

に同意しました。 

ご 利 用 者 

住 所 

 

氏 名                     印 

 

ご 契 約 者 

住 所 

 

氏 名                     印 

 

署 名 代 行 者 

及び身元引受人 

住 所 

 

氏 名                     印 

 

 短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

説  明  者 

職 名 

 

氏 名                    印 

 

 


